
 

 

 

１ 活 動 内 容 

（１）身近な市民利用施設等における養育者の交流支援と子育て相談（週 1 回程度） 

（２）相互支援を目的とした地域における複数の養育者によるグループへの支援 

（３）当該支援者が活動する区の福祉保健センターにおける定期連絡会への出席（月１回） 

（４）地域との連携のための地域活動、子育て支援者の人材育成にかかる研修会等の企画・実施への参加 

（５）その他こども青少年局長が必要と認めた業務 

２ 活 動 場 所 

  港北区内の市民利用施設など 

３ 採 用 人 数 

  若干名 

４ 委 任 期 間 

  令和８年３月５日～令和 10 年３月３１日 

※ 令和 10 年４月以降の更新を前提とします。 

※ 令和８年３月は研修期間、実際の活動は令和８年 4 月からになります。 

※ 満 70 歳に達した日の属する会計年度の末日を越えての更新はできません。 

５ 勤 務 条 件 

（1） 勤務日 

  子育て相談：月～金曜日のうち、いずれかの曜日で週 1 回程度（２～３時間） 

  定期連絡会：月１回（原則第１月曜日の午後） 

  その他：子育てグループ支援、その他必要な業務については、必要時に勤務日を調整します。 

（2） 報酬 

活動 1 回につき、５，７６０円（活動内容(１)～(３)および(５)）（令和７年度） 

活動 1 回につき、２，８８０円（活動内容(４)）（令和７年度） 

※ 月締め支給で、所得税及び復興特別所得税源泉徴収額を控除します。 

※ 横浜市子育て支援者委任要綱第 14 条（基本報酬）及び第 18 条（地域連携・人材育成活動報

酬）に基づきます。 

６ 応 募 資 格 

(1) 子育て支援に理解と熱意があり、積極的な活動が期待でき、活動に必要な時間を割くことができる方 

(2) 常識を持ち、心身ともに健康である方 

(3) 原則として、当該区内に居住しており、地域の実情を十分把握し、養育者の相談に応じられる方 

(4) 乳幼児の子育てについて一定の知識と経験を有する方 

（5) 研修に参加できる方（令和８年３月中） 

 

港北区子育て支援者 募集案内（令和８年３月委任） 



７ 応 募 方 法 

必要書類を期日までに提出してください。郵送可。 

（１） 提出書類 

・横浜市子育て支援者審査申込書（第１号様式） 

・横浜市履歴書 

・作文（所定の作文用紙） 

【テーマ】乳幼児期の子育て支援をする上で大切なこと 

      400 文字程度であなたの率直な思いをお書きください。 

（２） 提出締切 

   令和７年 12 月２日（火） 

   ＜郵送受付＞締切日必着（消印ではありません） 

   ＜窓口受付＞午後５時厳守 

（３） 提出先 

   〒222-0032 

   横浜市港北区大豆戸町２６－１ 

   港北区こども家庭支援課こども家庭支援担当「子育て支援者募集担当」あて 

    （窓口：港北区役所１階 １４番窓口） 

※ 選考書類はすべて、黒ボールペンを使用し、楷書でご記入ください。 

※ 郵送の場合は、特定記録郵便等をご利用ください。 

※ 提出された書類は一切返却しませんので、予めご了承ください。 

８ 選 考 方 法 

（１） 書類選考・面接 

  面接  令和７年 12 月 16 日（火）予定 

   ※ 時間等詳細は、ご応募いただいた方に通知します。 

（２） 結果通知 

    令和 7 年１2 月 25 日（木） 発送予定 

※ 選考結果は合否に関わらず、応募者全員に文書で通知します。 

※ 選考内容や結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。 

※ 内定者については、作文及び面接の内容を総合して決定します。 

９ 問 合 せ 先 

港北区こども家庭支援課 担当：森福、石崎、米山 

ＴＥＬ：０４５－５４０－２３６５ 


